
    
〈令和３年度予算概要  総額４９７，０９５,０００円（対前年度比 9.65％増）〉       （単位：千円） 

区   分 予算額  主  な  事  業  内  容 

社会福祉事業区分 427,279 〔対前年度比 36,387千円（9.31％）増〕 

 
地域福祉活動推進事業拠点区分 115,330 

法人運営・広報・啓発の実施 
地域福祉の推進、地域福祉コーディネーターの配置 

福祉サービス総合支援事業拠点区分 32,018 地域福祉権利擁護事業、福祉サービス総合支援事業の実施 

身体障害者福祉センター運営事業拠点区分 152,828 
身体障害があるかたへのデイサービス・ショートステイサービスの実
施、書道講座等の開催、ボランティア育成のための手話講習会等の開
催 

障害者地域自立生活支援センター運営事業拠点区分 14,337 
障害があるかたの自立と社会参加のための総合相談、講演会の開催、
ピアカウンセリングの実施 

のぞみ福祉園運営事業拠点区分 106,219 
知的障害があるかたの自立と社会参加を目的とした通所による就労
支援事業の実施 

障害者総合支援事業拠点区分（相談支援事業） 5,790 特定相談支援事業の実施（利用計画の作成等） 

緊急援護資金貸付事業拠点区分 663 緊急援護資金（療養費・生活費）の貸付 

歳末たすけあい運動事業拠点区分 94 歳末たすけあい運動の実施   ※募金額を除く事務経費 

公益事業区分 6９,８16 〔対前年度比 7,371千円（11.8％）増〕 

 介護保険事業拠点区分 
（地域包括支援センター運営事業） 

69,816 
高齢者の総合相談支援、介護予防プランの作成、権利擁護に関する支
援等、機能強化型センターの運営等 

 

 

本会の令和３年度事業計画及び予算が決定いたしました。 

本会では、より多くの地域住民の皆様や関係福祉団体等との関わりを深め

ながら、『誰もが安心して暮らしていくことができる"ささえあうまちづく 

り"』の実現に向けた取り組みを今後も推進してまいります。 

 特に、令和３年度は、住民が抱える多様・複雑な課題に対し、住民のかた

の自主的な相互支援福祉活動（小地域福祉活動）に対し活動費の一部を助成

し、活動の支援を行います。また、働き方改革による職員の処遇改善を行い、

働きやすい環境の整備も図ってまいります。また、各種委託事業及び施設運

営については、利用者の立場に立ったサービスを展開してまいります。 

今年度も皆様の引き続きの御理解と御協力を賜りながら、皆様と共に更な

る地域福祉の向上を図ってまいります。 

  

 

 

発行  社会福祉法人 

武蔵村山市社会福祉協議会 

広告内容については本会が保証するものではありません 

地域のみんなで ふれあい・ささえあいのまちづくり 

「小地域福祉活動」を展開しています 
 

 

   

                                            

                                                 

            

 

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

  

 

地域のみんなで ふれあい・ささえあいのまちづくり 

「小地域福祉活動」を展開しています 
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「社協だより」第２２４号 

≪広告≫ 

㈲アヴェイル 

市民葬祭センター 

≪広告≫ 

在宅マッサージ虹色 

〜令和３年度  事業計画・予算が決定〜  

 

東京武蔵村山ロータリークラブ様より、 

わたあめ機（１台）、ポップコーン機（１台）、

高齢者疑似体験セット（L・M・Sサイズ 

各１セット）を本会の地域福祉事業に対 

し御寄附をいただきました。 

本会では、寄贈者の主旨に基づき活用さ 

せていただきます。 
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〈住民草の根福祉学習会経費の助成〉 
市民を対象とした小規模な福祉に関する学習会開催に 

対しての経費の一部を助成します。 
▷申請期間：令和４年１月末日 ▷助成額：１団体３万円以内 

※下記のボランティア団体活動費助成との重複利用はできません。 
 

 〈ボランティア団体活動費の助成〉 
市内のボランティア団体の育成を目的に、活動経費の 

一部を助成します。 
 ▷申請期限：令和４年２月末日 ▷助成額：１団体１万５千円以内 

※対象となるのは設立後５年以内の団体となります。 

★経費助成・活動費助成の詳細は、本会ホームページをご覧ください。 

≪広告≫ 

美容室くるくるヘアー 


